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＜　運営　＞


当初の運営は、理事会主導、三役及び事務局を中心に、当面は非営利の事業活動のみを行う。


総会（通常及び臨時）


・4月1日～翌年3月末日を事業年度とし、総会はメンバーによって、法定の定款変更、監事の選任、合併・解散等の重要事項の議決の他、事業報告・決算等の承認等。


理事会


・事業計画・予算の作成、理事の選任・解任等の運営に関する主要な事項の決定。


・理事11名（障がい当事者及び家族が過半数）により、2ヶ月に1回程度の開催。


事務局


（当初）企画役員会が事務局を代行し、メンバーは理事会で選任。


























ＮＰＯ法人 ＩＣＣ


（市原市障がい者センター）











Ｉchiharashi


Ｃhallenged-people


Ｃenter
































〒290-0023


千葉県市原市惣社１－１－２３











＜　お願い　＞　


●　ＩＣＣのメンバーになってください。


総会に出席、事業に参加


年会費：2,000円（団体は5,000円）、





●　ＩＣＣのサポーターになってください。


経済的なご支援等


年会費:2,000円×ｎ口


（団体は5,000円×ｎ口）





●　ＩＣＣ事業に、ボランティアやスタッフとしてご参加ください。





●　ＩＣＣは生まれたばかりの小さなＮＰＯです。暖かく見守り情報等をご提供下さい。





ＩＣＣ障がい者メンバーに出会ったら応援してください。





ＮＰＯ法人ＩＣＣ


（市原市障がい者センター）


事務所


〒290-0023　 市原市総社1－１－２３


　　　　　　　　　　杉田第2ビル　101号


　　        　電話　0436-98-5139


　　　         理事長（佐藤通安）





市原市障がい者地域活動支援センター


“ＩＣＣショップ　”を開きました。


利用者募集中！








＜　ＮＰＯ法人ＩＣＣについて　＞　








ＩＣＣは、市原市障がい者センター（Ichiharashi Challenged－people Ｃenter）の頭文字です。障がい者をチャレンジドーピープルと呼ぶのは、自宅や施設等の限られた世界から、自らの意志で勇気を持って自立への道に踏み出し“挑戦する人々”という意味です。


私達はそう言う人々を支援するＮＰＯ法人でありたいとの願いをこめました。





ＩＣＣのめざす障がい者の自立は、経済的自立、身辺自立に止まらず、日常生活にかなりの介助を必要とする重度の障がい者の自立もめざし、身体、知的及び精神障がい者の三障害に亘る人々の自立を支援します。また、ともに活動する一般市民は、障がい者支援を通して、“その成長を喜ぶ”生きがい作りに寄与します。











市原市心身障害者福祉団体連絡協議会（略称：心身障連協）は、有志で運営してきた福祉ショップ「マーブル」を、辰巳から五井の市民活動センター（ｉほっと）に移転したことを機に、同事業を継承し、さらにＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）1CCを2007年10月に設立しました。


[心身障連協メンバー]


市原市身体障害者福祉会／市原市手をつなぐ親の会／市原市視覚障害者福祉会／市原市ろうあ協会／市原市自閉症協会／市原市肢体不自由児者父母の会／失語症友の会／市原市精神障害者家族会（こすもす会）





＜　当面の事業　＞①





　ＩＣＣは、障がい当事者及び家族が、行政、社会福祉協議会及び社会福祉法人等が行う事業では補えいニーズに応え、自ら努力し、真の障がい者福祉の充実をめざします。





１　基本的福祉の向上事業


障がい者スポーツ及び文化活動の支援事業


障がい者及び家族に対するピア・カウンセリング等の相談事業





２　就労支援事業


福祉ショップ事業


障がい者就労職場の確保及び職場開発支援事業





３　日中活動及び移動支援事業


地域活動支援センター運営事業


福祉有償移送事業を含む移動支援事業





＜　定款の事業　＞②　


当面の事業が安定し、経営資源に


目処がつき次第、以下のニーズの


高い未着手事業に取り組みます。





①　障がい者の文化・スポーツ活動を促進する事業


②　障がい者の就労移行及び継続支援事業


③　障がい者の相談支援事業


④　障がい者等の福祉有償運送を含む移動支援事業


⑤　障害者自立支援法に基づく地域生活支援及び障害福祉サービス事業


⑥　障がい者の日中活動支援事業


⑦　障がい者の権利擁護及びその啓発事業


⑧　障がいのある人、ない人の交流を促進する事業


⑨　障がい者福祉ボランティアを育成する事業


⑩　その他、第3条の目的を達成するために必要な


事業


＊＜第3条の目的＞とは


市原市とその周辺に生活する障がい者に対して、健康増進、就労及び地域生活支援事業を行い障がい者の自立と市民の生きがいづくりに寄与する








あるがままの運命の中で、自由な精神を持って行動することが、打ち負かされない力を生む。”　


（ヘレン・ケラー）


私の経験では、障害者は強い精神力、パワー、そして生きていく能力を持っていると思う。”　


（エド・ロバーツ）

















